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保発 1130 第３号  

令和５年 11月 30日 

 

都道府県知事 

地方厚生（支）局長 

社会保険診療報酬支払基金理事長 

国民健康保険中央会理事長 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長 

〔 公 印 省 略 〕  

 

 

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部を改

正する命令等の公布について 

 

 本日付で、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命

令の一部を改正する命令（令和５年内閣府・厚生労働省令第９号。以下「改正

命令」という。）及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に

関する命令第二条の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める

様式の一部を改正する告示（令和５年こども家庭庁・厚生労働省告示第３号。

以下「改正告示」という。）が公布され、順次施行・適用することとされたと

ころです。 

 改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内市

町村、関係団体、関係機関等への周知徹底を図り、その運用に遺漏なきようお

願い致します。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

   指定訪問看護事業者が行う訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費

用の請求については、訪問看護療養費請求書に訪問看護療養費明細書を添

えて提出すること（以下「書面による請求」という。）により行うことと

されている（訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関す

る命令（平成４年厚生省令第５号。以下「訪看請求命令」という。）第１

条）。 

   今般、社会保障審議会医療保険部会において、訪問看護療養費等の請求

殿 
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方法の見直しを行うとされたことを踏まえ、必要な改正を行うもの。 

 

第２ 改正の主な内容 

 １ 電子情報処理組織の使用による請求の開始 

 （１）訪問看護療養費等の請求方法に、電子情報処理組織の使用による請求

を追加すること。（訪看請求命令第１条） 

 （２）被保険者資格に係る情報に軽微な不備がある場合に、審査支払機関が

職権で当該不備を補正することができること等の電子情報処理組織の使

用による請求を行うに当たって必要な事項の整備を行うこと。（訪看請

求命令第２条） 

（３）指定訪問看護事業者は、電子情報処理組織の使用による請求を始めよ

うとするときは、訪問看護ステーションごとに、あらかじめ、審査支払

機関に届け出なければならないものとすること。（訪看請求命令第４条） 

 

 ２ 電子情報処理組織の使用による請求の義務化 

 （１）訪問看護療養費等の請求は、電子情報処理組織の使用により行うもの

とすること。（訪看請求命令第１条） 

 （２）指定訪問看護事業者は、表の左欄の訪問看護ステーションであって、

あらかじめ、その旨を電磁的記録に記録し電子情報処理組織を使用して

提出する方法その他の適切な方法により審査支払機関に届け出たものに

ついて、同表の右欄の期間においては、書面による請求を行うことがで

きるものとすること。（訪看請求命令附則第２条） 

一 電気通信回線設備の機能に障害が生じた訪

問看護ステーション 

当該障害が生じてい

る間 

二 電子情報処理組織の使用による請求を行う

体制の整備に係る事業を行う者との間で当該

体制の整備に係る契約（５（２）に定める日

の属する月の前々月の末日までに締結された

ものに限る。）を締結している指定訪問看護事

業者の訪問看護ステーションであって、当該

事業を行う者による当該体制の整備に係る作

業が完了していないもの 

左欄の体制の整備に

係る作業が完了する

日又は５（２）に定

める日から起算して

６月を経過する日の

属する月の末日のい

ずれか早い日までの

間 

三 電子情報処理組織の使用による請求に必要

な電気通信回線（光回線に限る。）が整備され

ていない訪問看護ステーション 

左欄の電気通信回線

が整備された日から

起算して６月が経過

した日までの間 

四 改築の工事中である施設において指定訪問

看護の提供を行っている訪問看護ステーショ

当該改築の工事中で

ある施設において指
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ン 定訪問看護の提供を

行っている間 

五 廃止又は休止に関する計画を定めている訪

問看護ステーション 

廃止又は休止するま

での間 

六 その他電子情報処理組織の使用による請求

を行う体制を整備することが特に困難な事情

がある訪問看護ステーション 

左欄の特に困難な事

情が解消されるまで

の間 

 

 ３ 経過措置等 

 （１）施行日前に行われた指定訪問看護に関する費用の請求については、な

お従前の例によるものとすること。（改正命令附則第２条） 

 （２）指定訪問看護事業者は、施行日前においても、１（３）の例により、

審査支払機関に届出を行うことができるものとすること。（改正命令附

則第３条第１項） 

 （３）指定訪問看護事業者は、２（２）の表の左欄の訪問看護ステーション

について、５（２）に定める日前においても、２（２）の例により、審

査支払機関に届出を行うことができるものとすること。（改正命令附則

第３条第２項） 

 （４）改正命令による改正後の訪看請求命令の規定に基づく届出の詳細につ

いては、追って通知する予定であること。 

 

 ４ その他所要の改正 

  その他所要の改正を行うこと。 

 

５ 施行・適用期日 

   改正命令及び改正告示は、令和６年６月１日から施行すること。ただし、

次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。

（改正命令附則第１条及び改正告示附則） 

 （１）３（２）及び（３）に定める事項 公布の日 

 （２）２に定める事項 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第 48号）

附則第１条第２号の政令で定める日 

 

 

以上 
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